
一
頁

○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
被
疑
者
取
調
べ
適
正
化
の

た
め
の
監
督
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
四
月
三
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

泉

信
也

被
疑
者
取
調
べ
適
正
化
の
た
め
の
監
督
に
関
す
る
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
二
章

被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
（
第
六
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章

雑
則
（
第
十
二
条
―
第
十
四
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）



二
頁

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
被
疑
者
取
調
べ
の
適
正
化
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
留
意
事
項
）

第
二
条

被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
は
、
厳
正
か
つ
公
平
を
旨
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
被
疑
者
又
は
被
告
人
（
以
下
単
に
「
被
疑
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
関
係
者

の
人
権
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
な
限
度
を
超
え
て
取
調
べ
警
察
官
そ
の
他
の
関
係
者
の
業
務
に
支
障
を
及

ぼ
し
、
又
は
犯
罪
捜
査
の
不
当
な
妨
げ
と
な
ら
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
義
等
）

第
三
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

被
疑
者
取
調
べ

取
調
べ
室
（
こ
れ
に
準
ず
る
場
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
警
察
官
が
行
う
被
疑
者
の
取

調
べ
を
い
う
。

二

監
督
対
象
行
為

被
疑
者
取
調
べ
に
際
し
、
当
該
被
疑
者
取
調
べ
に
携
わ
る
警
察
官
が
、
被
疑
者
に
対
し
て
行
う
次
に



三
頁

掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

イ

や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
に
接
触
す
る
こ
と
。

ロ

直
接
又
は
間
接
に
有
形
力
を
行
使
す
る
こ
と
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ハ

殊
更
に
不
安
を
覚
え
さ
せ
、
又
は
困
惑
さ
せ
る
よ
う
な
言
動
を
す
る
こ
と
。

ニ

一
定
の
姿
勢
又
は
動
作
を
と
る
よ
う
不
当
に
要
求
す
る
こ
と
。

ホ

便
宜
を
供
与
し
、
又
は
供
与
す
る
こ
と
を
申
し
出
、
若
し
く
は
約
束
す
る
こ
と
。

へ

人
の
尊
厳
を
著
し
く
害
す
る
よ
う
な
言
動
を
す
る
こ
と
。

２

次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
お
い
て
、
警
視
総
監
、
道
府
県
警
察
本
部
長
若
し
く
は
方
面
本
部
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
」

と
い
う
。
）
又
は
警
察
署
長
の
事
前
の
承
認
を
受
け
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
監
督
対
象
行
為
と
み
な
し
て
こ
の
規
則
の
規
定

を
適
用
す
る
。

一

午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
被
疑
者
取
調
べ
を
行
う
と
き
。

二

一
日
に
つ
き
八
時
間
を
超
え
て
被
疑
者
取
調
べ
を
行
う
と
き
。

（
取
調
べ
監
督
官
）



四
頁

第
四
条

被
疑
者
取
調
べ
に
関
し
次
項
に
規
定
す
る
職
務
を
行
う
者
（
以
下
「
取
調
べ
監
督
官
」
と
い
う
。
）
は
、
警
視
庁
、

道
府
県
警
察
本
部
又
は
方
面
本
部
（
以
下
「
警
察
本
部
」
と
い
う
。
）
に
置
か
れ
る
取
調
べ
室
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
警

察
本
部
の
被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
業
務
を
担
当
す
る
課
（
課
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下
「
取
調
べ
監
督
業
務
担
当
課
」

と
い
う
。
）
の
警
察
官
の
う
ち
か
ら
警
察
本
部
長
が
指
名
す
る
者
と
し
、
警
察
署
に
置
か
れ
る
取
調
べ
室
に
係
る
も
の
に
つ

い
て
は
警
察
署
の
総
務
課
又
は
警
務
課
（
課
の
置
か
れ
て
い
な
い
警
察
署
に
あ
っ
て
は
、
係
を
含
む
。
）
の
警
察
官
の
う
ち

か
ら
警
察
署
長
が
指
名
す
る
者
と
す
る
。

２

取
調
べ
監
督
官
は
、
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
の
指
揮
を
受
け
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
被
疑
者
取
調
べ
の
状
況
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

二

第
六
条
第
三
項
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
被
疑
者
取
調
べ
の
中
止
の
要
求
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ

と
。

三

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
巡
察
官
が
行
う
巡
察
に
協
力
す
る
こ
と
。

四

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
取
調
べ
調
査
官
が
行
う
調
査
に
協
力
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
法
令
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
、
又
は
警
察
本
部
長
若
し
く
は
警
察
署
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ



五
頁

た
事
項

３

取
調
べ
監
督
官
の
職
務
を
行
う
者
及
び
そ
の
職
務
を
補
助
す
る
者
は
、
そ
の
担
当
す
る
被
疑
者
取
調
べ
に
係
る
被
疑
者
に

係
る
犯
罪
の
捜
査
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
連
絡
）

第
五
条

取
調
べ
監
督
官
と
捜
査
主
任
官
（
犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
二
十
条
に

規
定
す
る
捜
査
主
任
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
関
し
、
相
互
に
緊
密
な
連
絡
を
保
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

被
疑
者
取
調
べ
の
監
督

（
確
認
等
）

第
六
条

取
調
べ
監
督
官
は
、
取
調
べ
室
の
外
部
か
ら
の
視
認
、
事
件
指
揮
簿
（
犯
罪
捜
査
規
範
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す

る
事
件
指
揮
簿
を
い
う
。
）
及
び
取
調
べ
状
況
報
告
書
（
犯
罪
捜
査
規
範
第
百
八
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
取
調
べ

状
況
報
告
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
閲
覧
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
被
疑
者
取
調
べ
の
状
況
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

取
調
べ
監
督
官
は
、
前
項
の
確
認
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
被
疑
者
取
調
べ
に



六
頁

係
る
捜
査
主
任
官
に
対
し
、
当
該
確
認
の
結
果
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
確
認
の
結
果
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

取
調
べ
監
督
官
は
、
第
一
項
の
確
認
を
行
っ
た
際
現
に
監
督
対
象
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
被
疑
者
取
調

べ
に
係
る
捜
査
主
任
官
に
対
し
、
被
疑
者
取
調
べ
の
中
止
そ
の
他
の
措
置
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
捜
査
主
任
官
は
、
速
や
か
に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
を
当
該
取
調
べ
監
督
官
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
捜
査
主
任
官
が
現
場
に
い
な
い
と
き
又
は
捜
査
主
任
官
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
取
調
べ

監
督
官
は
、
自
ら
被
疑
者
取
調
べ
の
中
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
を

講
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
捜
査
主
任
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
苦
情
の
通
知
）

第
七
条

警
察
職
員
は
、
被
疑
者
取
調
べ
に
つ
い
て
苦
情
の
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
被
疑
者
取
調
べ
を
担

当
す
る
取
調
べ
監
督
官
に
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
巡
察
）



七
頁

第
八
条

警
察
本
部
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
取
調
べ
監
督
業
務
担
当
課
の
警
察
官
の
う
ち
か
ら
巡
察
官
を
指

名
し
、
取
調
べ
室
を
巡
察
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
巡
察
官
は
、
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
疑
者

取
調
べ
の
状
況
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
巡
察
官
が
行
う
巡
察
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
被
疑
者
取
調
べ
の
状
況
等
の
報
告
）

第
九
条

警
察
本
部
の
犯
罪
捜
査
を
担
当
す
る
課
（
課
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
の
長
又
は
警
察
署
長
（
以
下
「
警
察
署
長

等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
指
揮
に
係
る
被
疑
者
取
調
べ
に
関
し
、
取
調
べ
状
況
報
告
書
の
写
し
の
送
付
そ
の
他
の
方
法
に

よ
り
、
当
該
被
疑
者
取
調
べ
の
状
況
に
つ
い
て
、
取
調
べ
監
督
業
務
担
当
課
の
長
を
経
由
し
て
、
警
察
本
部
長
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

取
調
べ
監
督
業
務
担
当
課
の
長
又
は
警
察
署
長
は
、
そ
の
指
揮
に
係
る
被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
関
し
、
第
六
条
第
三
項

又
は
同
条
第
四
項
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
措
置

の
内
容
に
つ
い
て
、
警
察
本
部
長
に
（
警
察
署
長
に
あ
っ
て
は
、
取
調
べ
監
督
業
務
担
当
課
の
長
を
経
由
し
て
警
察
本
部
長



八
頁

に
）
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
査
）

第
十
条

警
察
本
部
長
は
、
被
疑
者
取
調
べ
に
つ
い
て
の
苦
情
、
前
条
の
報
告
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
被
疑

者
取
調
べ
に
お
い
て
監
督
対
象
行
為
が
行
わ
れ
た
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
の
あ
る
と
き
は
、
取
調
べ
監
督
業
務
担
当

課
の
警
察
官
の
う
ち
か
ら
調
査
を
担
当
す
る
者
（
以
下
「
取
調
べ
調
査
官
」
と
い
う
。
）
を
指
名
し
て
、
当
該
被
疑
者
取
調

べ
に
お
け
る
監
督
対
象
行
為
の
有
無
の
調
査
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

取
調
べ
調
査
官
は
、
調
査
を
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
調
査
に
係
る
被
疑
者
取
調
べ
を
指
揮

す
る
警
察
署
長
等
に
対
し
、
説
明
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
当
該
被
疑
者
取
調
べ

に
係
る
捜
査
主
任
官
、
取
調
べ
警
察
官
そ
の
他
の
警
察
職
員
を
出
頭
さ
せ
、
説
明
を
さ
せ
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

取
調
べ
調
査
官
は
、
調
査
が
終
了
し
た
後
、
速
や
か
に
、
調
査
結
果
報
告
書
（
別
記
様
式
）
を
作
成
し
、
当
該
調
査
結
果

報
告
書
の
内
容
を
警
察
本
部
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
部
署
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
監
督
実
施
状
況
の
報
告
）



九
頁

第
十
一
条

警
視
総
監
及
び
道
府
県
警
察
本
部
長
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
対
し
、
方
面
本
部
長
は
方
面
公
安
委
員
会
に
対

し
、
毎
年
度
少
な
く
と
も
一
回
、
被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
の
実
施
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

雑
則

（
指
導
等
）

第
十
二
条

警
察
庁
長
官
は
、
国
家
公
安
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
規
則
の
適
正
な
施
行
を
期
す
る
た
め
、
そ

の
指
名
す
る
職
員
に
、
被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
関
し
、
実
地
に
そ
の
状
況
を
点
検
さ
せ
、
及
び
必
要
な
指
導
を
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
）

第
十
三
条

警
察
庁
長
官
は
、
国
家
公
安
委
員
会
に
対
し
、
毎
年
度
少
な
く
と
も
一
回
、
こ
の
規
則
の
施
行
状
況
を
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
皇
宮
護
衛
官
へ
の
準
用
）

第
十
四
条

第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
二
章
の
規
定
は
、
皇
宮
護
衛
官
が
行
う
被
疑
者
取
調
べ
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
取
調
べ
警
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
取
調
べ
皇
宮
護
衛
官
」
と
、
「
警
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
皇
宮
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護
衛
官
」
と
、
「
警
視
総
監
、
道
府
県
警
察
本
部
長
若
し
く
は
方
面
本
部
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
と
い
う
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
皇
宮
警
察
本
部
長
」
と
、
「
警
察
署
長
」
と
あ
る
の
は
「
護
衛
署
長
」
と
、
「
警
視
庁
、
道
府
県
警
察
本
部
又
は
方

面
本
部
（
以
下
「
警
察
本
部
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
皇
宮
警
察
本
部
」
と
、
「
警
察
署
」
と
あ
る
の
は
「
護
衛
署

」
と
、
「
犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
二
十
条
に
規
定
す
る
捜
査
主
任
官
」
と
あ

る
の
は
「
皇
宮
警
察
本
部
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）

第
二
十
条
に
規
定
す
る
捜
査
主
任
官
に
相
当
す
る
職
務
を
行
う
者
」
と
、
「
犯
罪
捜
査
規
範
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

事
件
指
揮
簿
」
と
あ
る
の
は
「
皇
宮
警
察
本
部
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
犯
罪
捜
査
規
範
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

事
件
指
揮
簿
に
相
当
す
る
書
類
」
と
、
「
犯
罪
捜
査
規
範
第
百
八
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
取
調
べ
状
況
報
告
書
」

と
あ
る
の
は
「
皇
宮
警
察
本
部
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
犯
罪
捜
査
規
範
第
百
八
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
取
調

べ
状
況
報
告
書
に
相
当
す
る
書
類
」
と
、
「
警
察
署
長
等
」
と
あ
る
の
は
「
護
衛
署
長
等
」
と
、
「
警
視
総
監
及
び
道
府
県

警
察
本
部
長
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
庁
長
官
」
と
、
「
都
道
府
県
公
安
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
安
委
員
会
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



別記様式（第10条関係）

調査結果報告書

年 月 日
警 察 本 部 長 殿

○印

被疑者取調べの調査結果を次のとおり報告する。

被疑者・被告人氏名等 （ 年 月 日生）

取 調 べ に 係 る 罪 名

調 査 対 象 の 取 調 べ が 年 月 日

行 わ れ た 日 時 ： ～ ：

取 調 べ 場 所

取 調 べ 担 当 者 氏 名

調 査 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日

調 査 の 端 緒

監 督 対 象 行 為
有・無

の 有 無

監 督 対 象 行 為

の有無を判断した理由

そ の 他 参 考 事 項

注意 監督対象行為の有無欄の該当部分に丸印をつけること。
（用紙 日本工業規格Ａ４）




